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伝染性紅斑の流行状況 

～ 警報解除 ～ 

 

１ 概要 

伝染性紅斑の感染症発生動向調査による本県の小児科定点あたりの患者報告数が、平成 31 年

第 13 週（平成 31 年３月 25 日～３月 31 日）に、0.94 人（定点医療機関 34 ヵ所、報告数 32 人）

となり、警報レベルの終息基準値の 1.0 人を切りましたので、警報を解除します。 

本県では、第９週（平成 31 年２月 25 日～３月３日）に警報を発令後、４週に渡り報告数は

1.09～2.09 人で推移していました。 

なお、2019 年の累積報告数は、第 13 週の時点で定点あたり 15.79 人（累積報告数 537 人）と

なり、2010 年以降では最も多い数となっています。年齢別にみると、３～７歳の報告数が全体

の 62.9 %（338 人）を占めています。 

 

２ 伝染性紅斑の流行状況 

 感染症発生動向調査事業において県内の小児科 34 定点医療機関の協力を得て、患者情報を週

単位で収集し、全国約 3,000 カ所の定点情報と併せて分析し、県民及び医療機関に情報を提供し

ています。 

 

（１）定点当たりの患者報告数（直近の７週間） 
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県 

 

患者数 37 62 71 45 37 45 32 

定点当 1.09 1.82 2.09 1.32 1.09 1.32 0.94 

全 

国 

患者数 1579 1887 1801 1715 1836 1777  

定点当 0.50 0.59 0.57 0.54 0.58 0.56  

 ※感染症発生動向調査システム上の警報の発令基準値   流行警報 ：定点当たり２人以上 

                               警報終息 ：定点当たり１人未満 

 

第 13 週における保健所別定点あたり患者報告数は、中部保健所が 1.17 人で最も多く、次いで

那覇市保健所 1.14 人、北部保健所 1.00 人、南部保健所 0.88 人、宮古保健所および八重山保健所

0.00 人の順となっています。 



（２）年間の累積患者報告数（2010～2019 年） 

 年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

県 

 

患者数 38 393 225 71 115 352 138 60 269 537 

定点当 1.12 11.56 6.82 2.15 3.38 10.35 4.06 1.76 7.91 15.79 

全 

国 

患者数 50,061 87,010 20,996 10,118 32,352 98,521 51,419 12,436 49,174  

定点当 16.53 27.77 6.67 3.32 10.29 31.32 16.29 3.94 15.6  

*2019 年は第 13 週までの累積数です。 

 *定点医療機関の数は年により若干の変動があります。 

 

３ 伝染性紅斑について 

原   因：ヒトパルボウイルス B19 

潜伏期間：10～20 日 

主な症状： 伝染性紅斑は、小児を中心にしてみられる感染症で、両頬がリンゴのように赤くな

ることから「リンゴ（ほっぺ）病」と呼ばれることがある。 

潜伏期間の経過後、頬に境界鮮明な赤い発疹（紅斑）が現れ、続いて手足に発疹

がみられる。胸腹背部にも発疹が出現することがある。これらの発疹は多くの場合、

１週間前後で消失する。成人では関節痛・頭痛などを訴え、1〜2 日歩行困難になる

ことがあるが、ほとんどは合併症をおこすことなく自然に回復する。 

また、妊婦が感染すると、生まれてくる赤ちゃんの異常や流産の可能性がある。

特に妊娠前半期の感染で可能性が高くなる。 

なお頬に発疹が出現する 7〜10 日くらい前に、微熱や感冒様症状などの症状が見

られることが多いが、ウイルスの排泄量はこの時期にもっとも多く、発疹が現れた

ときにはウイルスの排泄はほとんどなくなっている。 

感染経路：飛沫感染、接触感染 

感染症法：五類感染症 

 

４ 県民の皆様へのお願い 

伝染性紅斑にはワクチン等はありません。また、［３ 伝染性紅斑について］に記載の通り、

発疹が出た時期には感染力はほとんどありませんので、「手洗い」や「咳エチケット」などの感

染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控える等の対策が重要です。

加えて、妊婦の方は感冒様症状の者に近づくことを避けるなどの対策が重要です。 


